
１
．
消

費
者

目
線

を
確

立
し
た
新

消
費

者
庁
へ

●
政
策
的
な
対
応
を
要
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
「
情
報
発
信
チ
ー
ム
（
仮
称
）
」
を
通

じ
て
施

設
等

機
関

と
共
同

消
費

者
目

線
を
確

立
し
た
新

消
費

者
庁

●
一

元
化

に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
情

報
を
生

か
し
て
、
現

場
か

ら
注

意
喚

起
、
法

執
行

や
制

度
改

正
ま
で
一

貫
し
た
体
系
を
持
っ
た
消
費
者
行
政
を
実
現

●
セ
ン
タ

職
員

を
消

費
者

庁
の

生
え
抜

き
職

員
（
プ
ロ
パ

職
員

）
と
し
て
採

用
こ
れ

を
出

発
点

に
元

化

●
政
策
的
な
対
応
を
要
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、

情
報
発
信
チ

ム
（
仮
称
）
」
を
通

じ
て
施

設
等

機
関

と
共
同

で
作

業
を
行

い
、
消

費
者

庁
と
し
て
の

意
思

決
定

手
続

き
を
経

て
注

意
喚

起
等

を
実

施
。

●
支
援
相
談
を
担
う
施
設
等
機
関
の
職
員
は
、
政
策
的
な
対
応
を
要
す
る
案
件
も
含
め
て
消
費
者
庁
の
注
意

喚
起

情
報
発
信
の
す
べ
て
の
過
程
に
関
与

●
セ
ン
タ
ー
職

員
を
消

費
者

庁
の

生
え
抜

き
職

員
（
プ
ロ
パ
ー
職

員
）
と
し
て
採

用
。
こ
れ

を
出

発
点

に
一
元
化

後
も
継

続
的

に
職

員
を
プ
ロ
パ

ー
採

用

●
一
元
化
後
、
職
員
が
施
設
等
機

関
、
内
部
部
局
双
方
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
が
可
能
な
人
事
運
用
を
行
い
、

喚
起
・
情
報
発
信
の
す
べ
て
の
過
程
に
関
与
。

●
セ
ン
タ
ー
が
蓄
積
し
て
き
た
情
報
分
析
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
、
消
費
者
庁
が
有
す
る
法
的
権
限
を
背
景
と
し
た
注
意

幅
広

い
経

験
を
重

ね
る
こ
と
で
消

費
者

目
線

を
育

て
つ
つ
、
人

的
体

制
を
充

実

●
消
費
者
庁
全
体
で
、
消
費
者
目
線
に
立
っ
た
対
応
の
重
要
性
な
ど
の
共
通
認
識
を
醸
成
し
、
消
費
者
行
政
の

更
な
る
推
進
を
図
る

喚
起
や
法
執
行
を
結
び
つ
け
、
実
効
性
を
強
化
。

４
．
「
一

元
化

」
を
生

か
し
た
消

費
者

行
政

全
体

の
機

能
強

化
の

取
組

更
な
る
推
進
を
図
る

２
．
情

報
提

供
・
注

意
喚

起
の

一
層

の
迅

速
化

●
相
談
情
報
の
み
な
ら
ず
、
消
費
者
安
全
法
に
基
づ
く
通
知
情
報
(財

産
事
案
)等

を
施
設
等
機
関
に
集
約

。

一
元
化
に
よ
り
活
用
可
能
と
な
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
人
材
が
重
要
政
策
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
消
費
者

行
政
全
体
の
機
能
を
強
化
。

（
１
）
消
費
者
事
故
等
に
係
る
原
因
究
明
体
制
の
整
備

（
事
故
調
査
機
関
の
創
設
）

●
施

設
等
機
関
に
よ
る
分
析
の
上
、
手
口
や
問
題
点
の
指
摘
、
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
施
設
等
機
関
が

迅
速
に
公
表

。

（
１
）
消
費
者
事
故
等
に
係
る
原
因
究
明
体
制
の
整
備

（
事
故
調
査
機
関
の
創
設
）

←
施
設
等
機
関
の
商
品
群
テ
ス
ト
機
能
や
技
術
的
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
セ
ン
タ
ー
の
人
材
を
活
用
し
、
原
因

究
明
の
実
効
性
を
向
上

●
相
談
解
決
テ
ス
ト
の
結
果
通
知
や
テ
ス
ト
の
ま
と
め
の
公
表
は
施
設
等
機
関
が
迅
速
に
実
施
。

３
．
政

策
的

対
応

、
執

行
の

強
化

●
迅
速
な
注
意
喚
起
は
施
設
等
機
関
が
担
う

方
で

内
部
部
局
職
員
は
政
策
的
な
対
応
を
要
す
る
案
件
に

（
２
）
悪

質
商

法
対

策
の

強
化

・
体

制
整

備
（
業
種
横
断
的
な
行
政
処
分
の
創
設
、
調
査
権
限
の
拡
充
等
）

←
PI
O
‐N
ET
を
通

じ
て
事

案
を
早

期
に
把

握
し
、
迅

速
な
調

査
に
つ
な
げ
る
こ
と
等

に
セ
ン
タ
ー
の

人
材

を
活
用

●
迅
速
な
注
意
喚
起
は
施
設
等
機
関
が
担
う
一
方
で
、
内
部
部
局
職
員
は
政
策
的
な
対
応
を
要
す
る
案
件
に

集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
安
全
法
等
に
基
づ
く
執
行
を
強
化

。
（
３
）
地
方
消
費
者
行
政
と
の
連
携
の
強
化

←
自
治
体
と
の
窓
口
の
一
本
化
等
に
よ
り
「
現
場
」
と
の
結
び
つ
き
を
さ
ら
に
強
化
。
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